
様式第２号(第8条関係)

申請に対する処分一覧表(行政手続条例適用処分)

処理機関(所管課) 利根沼田文化会館

整理番号 根拠条例等 根拠条項 許認可等の種類 備　考

06-01-01
文化会館設置及び管理
に関する条例

第４条
利根沼田文化会館使用の許可（変更許可及び取
消許可を含む）

06-01-02
文化会館設置及び管理
に関する条例

第８条 使用料の減免

06-01-03
文化会館設置及び管理
に関する条例

第７条 使用料の還付承認

06-01-04
視聴覚ライブラリー設
置及び管理に関する条
例施行規則

第２条、第３条
視聴覚ライブラリーの機材及び教材を利用の許
可

注１　「整理番号」欄は、処理機関が適宜記入すること。

　２　根拠条例等ごとに根拠条項順に記載すること。

　３　「審査基準」欄は、審査基準を設定している場合は「〇」を、条例等の定めで十分であり審査基準を策定する必要がない場合は「△」を、

　　審査基準未設定の場合は「×」を記載すること。

　４　「標準処理期間」欄は、「〇日」、「〇週」等により記載すること。標準処理期間未設定の場合は、空欄とすること。

　５　行政上特別の支障があるため審査基準を公にできない場合は、備考欄に「非公開」と記載すること。

△ ５日以内

△ 即日

審査基準 標準処理期間

△ 即日

△ 14日以内


